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はしがき 

　本書は、平成 25 年度税制改正により創設された「教育資金一括贈与の
特例」（措法 §70 の２の２：直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税）について、60 問の質疑応答により構成した概説書
です。

　『よく学び、よく遊べ』とは、至言であると筆者には思われます。
　一方、社会経済の急速かつ大きな変化によって、「教育」も、その重要
性等が従来以上に増幅されているところです。
　「教育」のあり方の如何は、教育を受ける個々人にとっても、また、ひ
いては、家族や社会・国にとっても、その基幹的な「礎」となるものと考
えられます。したがって、「税制」と同様に、「教育」を巡っても、それぞ
れの論者によって、様々な考え方、あるべき姿に関する意見等があるとこ
ろです。
　
　平成 25 年度税制改正により創設された本特例は、税制が、「教育」とい
うものを正面に見据えた新たな制度であるといえます。
　平成 25 年４月から施行された本特例に対応した商品は、信託銀行によ
る「教育資金贈与信託」を中心として、顧客（納税者）に対して提供され
ているところですが、既に、大手信託銀行４行の実績として、４月の販売
開始から２か月半で、約 1,000 億円を突破する実績が出ているようです（平
成 25.6.13　日本経済新聞・朝刊）。
　このように早期の立ち上がりが見られるこの新制度については、様々な

「評価」があると筆者も認識していますが、税理士等を中心とした実務家
の多くの間では、取扱金融機関マターでの対応案件（商品）などとして、
また、一般的な税務申告等とは異なり、税理士等が関与する場面が少ない
実情にあることなどから、他の税制改正事項に比べ、必ずしも強い関心が



寄せられていない一面があるように思われます。
　しかしながら、本特例は、税の範疇にあるものであることは論を待たな
いところであり、また、納税者自身が相当な関心を寄せていることからも、
本特例の税務処理に関して、その内容等を的確に承知しておく必要がある
と考えられます。
　特に、この特例は、万一、贈与税の課税が生じる場合、その具体的な課
税時期が、最長 30 年先になり得るなどの特色を有しているものであるこ
とから、相続税に及ぼす影響などとともに、『先を見据えた対応』が求め
られているものと考えます。
　このような意味において、本書が、教育資金の一括贈与を検討、実行等
する際における読者の一助となることを願っております。
　
　なお、本書の刊行に当たって、校正に携わっていただいた株式会社青山
財産ネットワークス　御代田　大輔氏に感謝を申し上げます。
 
 
平成 25 年７月 
 

執筆者を代表して　　塩野入 文雄　 
 



本書の構成等について

１　本書は、次表の構成によっています。
　 　なお、Ⅱ～Ⅳは、この非課税特例の「段階」ごとの適用要件などに沿っ

た記述となっています。

項番等 内容の概略

Ⅰ　概　説 　制度創設の趣旨、特例の全体像（概観）、
平成 25 年度税制改正における贈与税（相
続税）の改正のあらまし

Ⅱ　入口（実行）段階 　教育資金の一括贈与を実行する際の特
例適用要件等

Ⅲ　期間中（支払・充当中） 　教育資金の意義（範囲）、取扱金融機
関からの払出し、領収書等の提出など

Ⅳ　出口（終了）段階 　教育資金管理契約の終了段階における
税務処理（贈与税課税の方法等）

Ⅴ　若干の実践的視点から 　一括贈与を実行した場合の税効果や法
務との接点など

参考資料〔関係条文等〕 　措置法などの関係条文等を取りまとめ
て掲載

２ 　平成 25 年７月 10 日現在の法令等（公表されている情報等）に基づい
て記述しています。

　　なお、法令等の略称は、一般的に使用されているものによっています。

（以上）
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